
飯能市教育委員会後援等の名義使用に関する事務取扱要綱 
    

（趣旨） 

第１条 この要綱は、飯能市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が後援

及び協賛（以下「後援等」という。）する事業に、教育委員会の名義を使用す

ることについて、必要な事項を定めるものとする。 

（承認基準） 

第２条 教育委員会は、国、地方公共団体、学校、公共的団体等が主催する事

業で、その内容が教育、文化、スポーツの向上及び普及、発展に寄与すると

認められるものについて、後援等の名義の使用を承認することができる。た

だし、次の各号のいずれかに該当する場合は、後援等を承認しないものとす

る。 

（１）政治活動又は宗教活動が主たる目的と認められるとき。 

（２）営利が目的と認められるとき。 

（３）公序良俗に反すると認められるとき。 

（４）公共性に反すると認められるとき。 

（５）その他教育委員会の方針及び施策に反すると認められるとき。 

（申請手続） 

第３条 後援等の名義使用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、

事業開催日の１月前までに、飯能市教育委員会後援等名義使用承認申請書（様

式第１号）をその事業に係る事務の主管課を経て、教育委員会に提出しなけ

ればならない。 

（決定通知） 

第４条 教育委員会は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにそ

の可否を決定し、飯能市教育委員会後援等名義使用承認・不承認決定通知書

（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

（承認内容の変更） 

第５条 承認を受けた者は、承認の内容に変更が生じた場合には、原則として

事業開催日の１０日前までに、飯能市教育委員会後援等名義使用変更届出書

（様式第３号）を教育委員会に提出しなければならない。 

（決定の取消し） 

第６条 教育委員会は、承認を受けた者が、承認基準に違反した場合又は承認

決定後における事情の変更があった場合には、承認を取り消すことができる。 

２ 教育委員会は、前項の規定により承認の決定を取り消した場合には、飯能

市教育委員会後援等名義使用取消通知書（様式第４号）により、承認を受け

た者に通知するものとする。 



（実施報告） 

第７条 承認を受けた者は、事業終了後速やかにその結果を飯能市教育委員会

後援等結果報告書（様式第５号）により、教育委員会へ報告書を提出しなけ

ればならない。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。 

附 則 

この告示は、平成２０年４月１日から施行する。 



様式第１号（第３条関係） 

 

飯能市教育委員会後援等名義使用承認申請書 

 

年  月  日 

 

  （あて先）飯能市教育委員会 

 

団 体 名             

申請者住所             

氏   名             

電 話 番 号             

 

  下記の事業の開催につき、市教育委員会の後援等名義使用の承認をいただ

きたく申請します。 

 

記 
 

名義使用区分     後援     ・     協賛 

事 業 名   

開 催 日 時     年  月  日 (  曜日)   時  分から 

    年  月  日 (  曜日)   時  分まで 

開 催 場 所   

参 加 対 象   

事 業 目 的   

事 業 内 容   

入 場 料 等     有 (      円)      無 

ポ ス タ ー 等 の 掲 示     有               無 

他 に 後 援 等 あ る 場 合 
そ の 名 称 

 

 

 

 



様式第２号(第４条関係) 

 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

飯能市教育委員会  印   

 

 

飯能市教育委員会後援等名義使用承認・不承認決定通知書 

 

      年  月  日付けで申請のあった飯能市教育委員会後援等名義

使用承認については、下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

事   業   名   
使 用 承 認 区 分 後援 協賛 

 1 承認する。 
 
 
 

決 定 事 項 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2 不承認とする。 
  理由 

 

 ※申請の内容に変更があった場合には、開催日10日前までに飯能市教育委員

会後援等名義使用変更届出書(様式第３号)を提出してください。 

 ※事業の開催に当たっての施設等の使用については、安全の確保など施設管

理者の指示に従うこととし、この事業の開催によって生じた事故等の責任

は、申請者が負うものとする。 



様式第３号(第５条関係) 

 

飯能市教育委員会後援等名義使用変更届出書 

 

年  月  日 

 

  (あて先)飯能市教育委員会 

 

団 体 名             

申請者住所             

氏   名             

電 話 番 号             

 

  下記の事業の開催につき、変更が生じたので届け出ます。 

 

記 

  変更前 変更後 
承 認 区 分 後援  ・  協賛 後援  ・  協賛 

事 業 名     

開 催 日 時     年  月  日 (  ) 

    時  分から 

    年  月  日 (  ) 

    時  分まで 

    年  月  日 (  ) 

    時  分から 

    年  月  日 (  ) 

    時  分まで 

開 催 場 所     

参 加 対 象     

事 業 目 的     

事 業 内 容     

入 場 料 等 有(    円)    無 有(    円)    無 

ポ ス タ ー 等 の 掲 示 有         無 有         無 

他に後援等ある場合 
そ の 名 称 

  

 

 

 



様式第４号(第６条関係) 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

飯能市教育委員会  印   

 

 

飯能市教育委員会後援等名義使用取消通知書 

 

      年  月  日付け   号で飯能市教育委員会（後援・協賛）

名義使用承認を決定しましたが、下記の理由により取り消しましたので通知し

ます。 

 

記 

 

  取消しの理由 

 



様式第5号(第7条関係) 

 

飯能市教育委員会後援等結果報告書 

 

年  月  日 

 

  (あて先)飯能市教育委員会 

 

団 体 名             

申請者住所             

氏   名             

電 話 番 号             

 

 

  下記のとおり(後援・協賛)事業の結果を報告します。 

 

記 

事 業 名   

開 催 日 時    年  月  日 (  曜日)   時  分から 

   年  月  日 (  曜日)   時  分まで 

参 加 人 員   

事 業 の 成 果   

 

 

 


